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 住ま
い
・
環
境

安
全
・
交
通

※１大正9年8月10日に日本で初めて道路整備の長期計画が実施されたとして、昭和61年度に建設省（現
在の国土交通省）が制定。
※２不法占用により事故が発生した場合、設置した人の責任が問われ、場合によっては、道路法第102条
第1項により、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

良い例

悪い例

　
置
き
看
板
・
自
動
販
売
機
・

商
品
台
・
旗
・
の
ぼ
り
な
ど
を

道
路
に
置
く
と
、
通
行
の
妨
げ

や
交
通
事
故
の
原
因
に
な
り
大

変
危
険
で
す
。

　
足
場
・
突
出
看
板
な
ど
を
出

す
な
ど
、
道
路
に
設
置
す
る
も

の
は
、
上
空
・
地
下
含
め
全
て

許
可
申
請
が
必
要
で
す
。

　
条
件
に
よ
り
許
可
を
出
せ
な

い
も
の
も
あ
り
ま
す
の
で
、
詳

し
く
は
、
道
路
管
理
課
☎（
632
）

２
５
２
７
へ
。

　
車
道
か
ら
の
乗
り
入
れ
の
た

め
に
、
道
路
上
に
乗
り
入
れ
ブ

ロ
ッ
ク
な
ど
を
置
く
こ
と
は
不

法
占
用
に
な
り
ま
す
（
※
２
）。

歩
行
者
や
自
転
車
・
バ
イ
ク
の

転
倒
事
故
な
ど
に
つ
な
が
り
、

危
険
で
す
。
雨
水
の
流
れ
を
妨

げ
、
路
面
冠
水
の
原
因
に
も
な

り
ま
す
。

　
段
差
を
な
く
す
に
は
、
歩
道

や
縁
石
の
切
り
下
げ
工
事
を
自

己
負
担
で
行
っ
て
く
だ
さ
い

（
上
の
写
真
）。

　
な
お
工
事
の
際
は
、
事
前
に

道
路
管
理
者
の
承
認
が
必
要
と

な
り
ま
す
。
条
件
に
よ
り
、
承

認
で
き
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す

の
で
、
詳
し
く
は
、
道
路
管
理

課
☎（
632
）２
５
２
７
へ
。

　
壊
れ
て
い
る
カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー

や
道
路
の
穴
な
ど
、
危
険
な
場

所
（
右
の
写
真
）
を
見
つ
け
た

場
合
は
、
電
話
ま
た
は
フ
ァ
ク

ス
（
危
険
箇
所
・
ど
の
よ
う
な

状
態
か
・
氏
名
・
電
話
番
号
を

明
記
）
で
、
道
路
保
全
課
☎

（
632
）２
５
２
０
、
（
639
）０
６

２
６
ま
た
は
、
都
市
基
盤
保
全

セ
ン
タ
ー
☎（
661
）０
０
５
７
、

（
664
）０
０
０
４
へ
。

ポイント ①
道
路
に
無
断
で

物
を
置
く
の
は

や
め
ま
し
ょ
う

ポイント ②
乗
り
入
れ
ブ
ロ
ッ
ク
を

置
く
こ
と
は

不
法
占
用
で
す

ポイント ③
道
路
の
危
険
な

場
所
を
見
つ
け
た
ら

ご
連
絡
く
だ
さ
い

こんな場所を見かけたらご連絡を！ ！
▼曲がったカーブミラー ▼壊れた側溝 ▼壊れたガードレール

▼倒木 ▼道路の穴 ▼水はけの悪い道路

　
現
在
、
市
で
は
パ
ト
ロ
ー
ル
を
行
い
、
道
路
の
危
険
な
箇
所

を
早
期
に
発
見
・
修
繕
し
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
安
全
に
道
路
を

使
え
る
よ
う
に
努
め
て
い
ま
す
。
次
の
３
つ
の
ポ
イ
ン
ト
に
注

意
し
、
安
全
で
安
心
な
道
路
づ
く
り
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

安
全・安
心
な
道
路
づ
く
り
の

　
　
　
　
つ
の
ポ
イ
ン
ト

３３

FAX

FAX

８
月
10
日
は「
道
の
日
」（※

１
）




